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(57)【要約】
【課題】陳列室内に陳列される商品の陳列状況に応じて
容易に、且つ、効果的に照明することを可能とするショ
ーケースを提供する。
【解決手段】本発明のショーケース１は、陳列室１１内
に架設した複数段の棚３０上に商品を陳列するものであ
って、棚３０の下面に設けられ、当該棚３０の下方に陳
列された商品を照明するＬＥＤ素子２１を有するＬＥＤ
照明装置２０を備え、このＬＥＤ照明装置２０は、ＬＥ
Ｄ素子２１からの光の照射角度を、陳列室１１の奥行き
方向において変更可能とする。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陳列室内に架設した複数段の棚上に商品を陳列するショーケースにおいて、
　前記棚の下面に設けられ、当該棚の下方に陳列された商品を照明するＬＥＤ素子を有す
るＬＥＤ照明装置を備え、
　該ＬＥＤ照明装置は、前記ＬＥＤ素子からの光の照射角度を、前記陳列室の奥行き方向
において変更可能とされていることを特徴とするショーケース。
【請求項２】
　前記ＬＥＤ照明装置は、前記ＬＥＤ素子を前記棚の下面に取り付けるためのＬＥＤ取付
部材を有し、
　該ＬＥＤ取付部材は、前記棚に対して回動自在に取り付けられていることを特徴とする
請求項１に記載のショーケース。
【請求項３】
　前記ＬＥＤ取付部材は、自重で回動自在とされていることを特徴とする請求項２に記載
のショーケース。
【請求項４】
　前記ＬＥＤ照明装置は、前記ＬＥＤ素子を前記棚の下面に取り付けるためのＬＥＤ取付
部材を有し、
　該ＬＥＤ取付部材は、前記陳列室の奥行き方向において移動自在とされていることを特
徴とする請求項１乃至請求項３の何れかに記載のショーケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、本体内に陳列室を構成し、該陳列室内に複数段の棚を架設して商品を陳列し
て成るショーケースであって、特に、棚の下方に陳列された商品の照明に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来よりこの種ショーケースは、例えば前面に開口を有する低温ショーケースがある（
例えば特許文献１参照）。係る低温ショーケースは、断面略コ字状の断熱壁の開口上縁に
形成される吐出口から、開口下縁の吸込口に向けて冷気を吐出し、断熱壁にて囲繞された
陳列室内は所定の温度に冷却される。そして、開口上縁の外側に位置するキャノピーや開
口両側縁及び陳列室内に複数段架設される棚の前部下面などに複数の蛍光灯を取り付け陳
列室内及びショーケース自体の照明を行っていた。
【特許文献１】特開２００７－２１５５７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　一般に、陳列室内を所定の冷却温度に冷却して成る低温ショーケースでは、缶やペット
ボトルなどに充填された飲料などを陳列する場合には、棚は後方から前方に向けて低く傾
斜するように陳列室内に架設されている。そのため、当該飲料などの商品は自重によって
手前側に移動することとなる。
【０００４】
　従って、上述したように、棚の前部下面に設けられる蛍光灯などの照明装置によって、
当該棚の下側に架設される棚前部に陳列される商品は効果的に照明される。
【０００５】
　しかしながら、照明装置として用いられる蛍光灯は、電気エネルギーを可視放射、赤外
放射、紫外放射に変換し、可視光線を放射することで、照明として用いるものである。そ
の際、熱損失が生じるため、蛍光灯自体のみ成らず、当該蛍光灯による輻射熱によって、
陳列室内が加熱される問題がある。また、蛍光灯は、交流を使用するためチラツキが生じ
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る問題があるため、目に悪影響を及ぼす問題がある。更に、蛍光灯は、経年劣化による輝
度の低下や点灯不良により、交換作業が余儀なくされる。そのため、蛍光灯の交換作業を
強いられることとなり、作業が煩雑となる問題がある。
【０００６】
　そこで、これら蛍光灯による不都合を解消すべく、昨今では、ＬＥＤ素子を有するＬＥ
Ｄ照明装置が照明装置として採用されている。しかし、ＬＥＤ素子からの照射光は、指向
性が強いため、棚の前部下面に設けられたＬＥＤ照明装置では、主として当該棚の前部下
方に照射光が照射されることとなるため、蛍光灯の場合に比べて、下側に設けられる棚の
奥方への照明が著しく不足するという問題がある。
【０００７】
　例えば、発泡スチロールなどにより形成されるトレーに収容された商品などや、棚が略
水平状態で架設されている場合には、商品が手前側から取り出されても、奥側に位置する
商品は、手前側に自重によって移動しない。そのため、上側に位置する棚の前部下面に設
けられる照明装置は、商品が置かれていない棚前部を主として照明するため、実際に商品
が陳列されている奥側の商品を効果的に照明することができないこととなる。
【０００８】
　そのため、係る状況では、商品を管理する店員が、陳列室内に陳列されている商品の状
況を監視し、手前側の商品が無くなったら、逐次奥側の商品を前側に置き換える前出し作
業を行う必要があった。
【０００９】
　本発明は、従来の技術的課題を解決するために成されたものであり、陳列室内に陳列さ
れる商品の陳列状況に応じて容易に、且つ、効果的に照明することを可能とするショーケ
ースを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のショーケースは、陳列室内に架設した複数段の棚上に商品を陳列するものであ
って、棚の下面に設けられ、当該棚の下方に陳列された商品を照明するＬＥＤ素子を有す
るＬＥＤ照明装置を備え、このＬＥＤ照明装置は、ＬＥＤ素子からの光の照射角度を、陳
列室の奥行き方向において変更可能とされていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項２の発明のショーケースは、上記発明において、ＬＥＤ照明装置は、ＬＥＤ素子
を棚の下面に取り付けるためのＬＥＤ取付部材を有し、このＬＥＤ取付部材は、棚に対し
て回動自在に取り付けられていることを特徴とする。
【００１２】
　請求項３の発明のショーケースは、上記発明において、ＬＥＤ取付部材は、自重で回動
自在とされていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項４の発明のショーケースは、上記各発明において、ＬＥＤ照明装置は、ＬＥＤ素
子を棚の下面に取り付けるためのＬＥＤ取付部材を有し、このＬＥＤ取付部材は、陳列室
の奥行き方向において移動自在とされていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、陳列室内に架設した複数段の棚上に商品を陳列するショーケースにお
いて、棚の下面に設けられ、当該棚の下方に陳列された商品を照明するＬＥＤ素子を有す
るＬＥＤ照明装置を備え、このＬＥＤ照明装置は、ＬＥＤ素子からの光の照射角度を、陳
列室の奥行き方向において変更可能とされているので、ＬＥＤ素子からの光の照射角度を
棚の前部から奥行き方向に渡って任意に変更することが可能となる。
【００１５】
　そのため、陳列室内の当該棚の下方に陳列される商品の陳列状況に応じて、例えば、陳
列室手前側の商品が取り出され、奥方にのみ商品が陳列されている場合には、指向性が高
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いＬＥＤ素子からの光の照射角度を奥行き方向に変更することで、商品を並べ替えること
なく、効果的に照明することが可能となる。
【００１６】
　特に、任意にＬＥＤ素子からの光の照射角度を奥行き方向において変更できるため、複
数の照明パターンを実現でき、陳列効果の向上を図ることが可能となる。
【００１７】
　請求項２の発明によれば、上記発明において、ＬＥＤ照明装置は、ＬＥＤ素子を棚の下
面に取り付けるためのＬＥＤ取付部材を有し、このＬＥＤ取付部材は、棚に対して回動自
在に取り付けられているので、棚の下面に取り付けられるＬＥＤ取付部材を回動操作する
ことによって、容易にＬＥＤ素子からの光の照射角度を奥行き方向で変更することができ
るようになる。
【００１８】
　請求項３の発明によれば、上記発明において、ＬＥＤ取付部材は、自重で回動自在とさ
れているので、当該ＬＥＤ取付部材が設けられる棚が角度変更自在に取り付けられた場合
であっても、その自重により回動し、常に、重心が真下を向くことで、棚下面に設けられ
るＬＥＤ取付部材の直ぐ下方を照明することが可能となる。
【００１９】
　これにより、棚の架設角度が変更された場合であっても、格別にＬＥＤ照明装置の取付
角度の調整作業を行うことなく、棚の下方に位置する陳列室内を効果的に照明することが
可能となる。
【００２０】
　請求項４の発明によれば、上記各発明において、ＬＥＤ照明装置は、ＬＥＤ素子を棚の
下面に取り付けるためのＬＥＤ取付部材を有し、このＬＥＤ取付部材は、陳列室の奥行き
方向において移動自在とされているので、ＬＥＤ素子が設けられるＬＥＤ取付部材の奥行
き方向の取付位置を任意に、且つ、容易に変更することが可能となる。
【００２１】
　従って、棚下方に位置する陳列室内の商品の陳列状況に応じてＬＥＤ素子の取付位置を
調整でき、より効果的に商品の照明を実現することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　次に、図面を参照して本発明の実施形態について詳述する。図１は本発明を適用したシ
ョーケース１の斜視図、図２は図１のショーケース１の縦断側面図をそれぞれ示している
。ショーケース１は、例えばスーパーマーケットなどの店舗内に据え付けられる縦型のオ
ープンショーケースであり、前面に開口する断面略コ字状の断熱壁２と、据え付け現場に
おいて断熱壁２の側面に取り付けられた断熱性の側板５、５とから構成されている。
【００２３】
　ショーケース１の断熱壁２の内側にはそれぞれ間隔を存して仕切板４及び図示しないも
う一枚の仕切板が取り付けられ、これら仕切板４などと断熱壁２との間に図示しない内外
二層のダクトが形成されている。内側の仕切板４を構成する背部仕切板４Ａの下端前方に
は、底板９が断熱壁２の底壁２Ａとの間にダクト用の間隔を存して取り付けられており、
これら仕切板４及び底板９の内側を陳列室１１としている。
【００２４】
　また、この陳列室１１内には、高さ及び取付角度が変更可能であると共に、陳列室１１
内には棚３０が複数段（本実施例では４段）架設されている。この棚３０は、背部の図示
しない支柱に取り付けられる一対のブラケット３１及び当該ブラケット３１、３１間に架
設される棚板３２とから構成される。棚板３２の前縁には、硬質合成樹脂により成形され
るプライスレール３４が取り付けられており、当該プライスレール３４は、棚板３２の装
飾体を兼用している。また、この棚板３２の前壁とプライスレール３４との間には、所定
の間隔が形成されており、当該間隔には棚板３２上の商品が落下することを防止するため
のガード３５が取り付けられる。
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【００２５】
　断熱壁２の前面開口１２の上縁にはハニカム材１３、１４がそれぞれ取り付けられた内
層吐出口１６及び外層吐出口１７が並設されており、これら内層吐出口１６及び外層吐出
口１７は、前記内層ダクト及び外層ダクトにそれぞれ連通している。また、開口１２の下
縁には、内層吸込口１８と外層吸込口１９が並設されている。
【００２６】
　一方、底板９下方後部には断熱壁２の底壁２Ａ上に前記内層ダクト及び外層ダクトのそ
れぞれに対応する図示しない送風機が複数台設置されている。
【００２７】
　背部仕切板４Ａ後方の内層ダクト内には冷却装置の冷却器３９が縦設されており、前記
内層ダクトに対応した送風機が運転されると冷却器と熱交換した冷気は内層ダクト内を上
昇せられ、内層吐出口１６より内層吸込口１８に向かって吐出される。そして、内層吸込
口１８から吸い込まれた冷気は再び前記送風機によって加速される。
【００２８】
　他方、前記外層ダクトに対応した送風機が運転されると外層ダクト内の空気は外層ダク
ト内を上昇せられ、外層吐出口１７より外層吸込口１９に向かって吐出される。そして、
外層吸込口１９から吸い込まれた空気は再び前記送風機によって加速される。これによっ
て、開口１２には前後二重のエアーカーテンが形成され、内側の冷気エアーカーテンの一
部が陳列室１１内に循環されて当該陳列室１１は冷却される。
【００２９】
　次に、図３の図２の部分拡大断面図を参照して、断熱壁２の天壁２Ｂ前部の構成につい
て説明する。断熱壁２の天壁２Ｂ前端（上部前端）には、前方に張り出したキャノピー３
３が取り付けられており、このキャノピー３３の内側には、陳列室１１の前面開口１２よ
り外側に延在した状態で反射板４５が取り付けられる。
【００３０】
　この反射板４５は、化粧塗装が施された金属板にて構成されており、前部には、長手方
向に渡って凹陥された照明取付部４１が形成されている。この照明取付部４１は、下後方
に位置する陳列室１１の前面開口１２に向けて開口している。
【００３１】
　そして、この照明取付部４１の当該開口に対向する面は、照明取付面４１Ａとされてお
り、上前方から陳列室１１の前面開口１２を臨む角度、即ち、後斜め下方の陳列室１１方
向に面して構成されており、当該照明取付面４１Ａには、ＬＥＤ照明装置３８が取り付け
られている。
【００３２】
　このＬＥＤ照明装置３８は、長手方向に延在する基板４２に所定間隔を存して複数のＬ
ＥＤ素子４０により構成されている。基板４２は、照明取付面４１Ａに当接した状態で、
複数の固定ネジにより固定されている。なお、本実施例において用いられるＬＥＤ素子４
０は、日亜化学製のチップタイプの白色のＬＥＤ照明（品番ＮＳ６Ｗ０８３Ｔ）である。
また、当該ＬＥＤ素子４０は、一列若しくは、前後に二列以上並設してもよい。そして、
照明取付部４１の照明取付面４１Ａは、ＬＥＤ素子４０・・、基板４２を下側から囲繞す
るかたちで取り付けられる透光性のシェード４６によってカバーされる。
【００３３】
　係る構成により、ＬＥＤ照明装置３８が点灯されると、シェード４６において拡散され
た後のＬＥＤ素子４０の照射光により、陳列室１１の外側に位置する上前方から効果的に
陳列室１１内全体を照明することが可能となる。
【００３４】
　次に、図４及び図５を参照して棚３０に設けられるＬＥＤ照明装置２０について説明す
る。図４は棚３０（略水平架設）に取り付けられたＬＥＤ照明装置２０による照明範囲を
示すショーケース１の部分概略断面図、図５は図４の部分拡大図をそれぞれ示している。
【００３５】
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　まずはじめに、各棚３０が陳列室１１内に略水平に架設されている場合について説明す
る。各棚３０を構成する棚板３２の下面前部には、棚板３２の長手方向（本実施例では左
右方向）に渡って、ＬＥＤ照明装置２０が設けられている。尚、本実施例では、棚板３２
が下面に開口する矩形状にて構成されているため、当該ＬＥＤ照明装置２０は、棚板３２
の商品載置面の下面に取り付けられ、これにより、当該ＬＥＤ照明装置２０は、棚板３２
内に収容された状態とされる。従って、図２にはＬＥＤ照明装置２０は表れない。
【００３６】
　図５において、下側の棚３０ではＬＥＤ照明装置２０の断面図を示しており、上側の棚
３０ではＬＥＤ照明装置２０によるＬＥＤ素子２１からの光の照射角度が変更可能である
ことを示している。ＬＥＤ照明装置２０は、取り付けられた棚３０の下方の棚３０上や底
板９上を照明するものである。ＬＥＤ照明装置２０は、棚取付部２３、ＬＥＤ素子取付部
２４及び反射部２５とを有するＬＥＤ取付部材２２と、複数のＬＥＤ素子２１・・・が所
定間隔を存して複数設けられる基板２６とから構成される。尚、当該ＬＥＤ素子２１は、
上記ＬＥＤ素子４０と同様の構成であるため、説明を省略する。
【００３７】
　ＬＥＤ取付部材２２を構成する棚取付部２３は、棚３０（本実施例では棚板３２）下面
にネジ止めなどにより固定されるものである。そして、ＬＥＤ素子取付部２４と反射部２
５は、それぞれ棚３０の長手方向（左右方向）に延在して構成される板状部材であり、Ｌ
ＥＤ素子取付部２４の後端と、反射部２５の前端は、所定角度（例えば略９０°）を成し
た状態で固定される。尚、ＬＥＤ素子取付部２４と反射部２５とは、一枚の板状部材を折
曲形成することにより一体に構成したものであってもよい。そして、これらの中心角部分
には、枢支部材２２Ａにより、棚取付部２３の前縁部に所定の抵抗をもって回動自在に取
り付けられる。
【００３８】
　そして、手前側に位置するＬＥＤ素子取付部２４の後面（反射部２５側の面）には、長
手方向（左右方向）に渡って上述した如きＬＥＤ素子２１を備えた基板２６が設けられる
。奥側に位置する反射部２５の前面（ＬＥＤ素子取付部２４側の面）には、光を反射する
反射板２５Ａが設けられる。更に、これらＬＥＤ素子取付部２４の下端と反射部２５の下
端との間には、透光性を有するシェード２７が取り付けられる。
【００３９】
　係る構成により、指向性の高いＬＥＤ素子２１からの照射光は、シェード２７を介して
、棚３０の下方に向けて照射される。尚、図４や図５の下側の棚３０に示されるＬＥＤ照
明装置２０は、シェード２７の面と棚板３２の下端（下面開口）とが略面一となる角度に
調整したものであり、係る状態で、ＬＥＤ素子２１からの照射光及び対向して設けられる
反射板２５Ａにより反射された反射光は、下側の棚３０に陳列された商品、特に、棚３０
の前側に陳列された商品を照明する。
【００４０】
　当該ＬＥＤ素子取付部２４及び反射部２５を枢支部材２２Ａの軸を中心としてその抵抗
に逆らって陳列室１１の奥行き方向に回動させることで、ＬＥＤ素子２１からの光の照射
角度は奥行き方向に変更することができる。即ち、図５の上側の棚３０に設けられるＬＥ
Ｄ照明装置２０において示されているように、ＬＥＤ素子取付部２４（及び角度が固定さ
れて設けられる反射部２５）を枢支部材２２Ａの軸を中心として前側に回動させることで
、ＬＥＤ素子２１をより下向きとすることができ、その照射範囲（照射角度）を下側に位
置する棚３０の前部やその前方とすることができる。
【００４１】
　そして、ＬＥＤ素子取付部２４を枢支部材２２Ａの軸を中心としてその抵抗に逆らって
後側に回動させることで、ＬＥＤ素子２１をより背部仕切板４Ａ側に向けることができ、
その照射範囲（照射角度）を下側に位置する棚３０の後部や背部仕切板４Ａ方向とするこ
とができる。尚、本実施例では、枢支部材２２Ａは、その回動機構に所定の抵抗を有して
いるため、角度調整後は、手を離してもその角度を維持することができる。
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【００４２】
　そのため、陳列室１１内のＬＥＤ照明装置２０が取り付けられた棚３０の下方に陳列さ
れる商品の陳列状況に応じて、例えば、陳列室１１手前側の商品が取り出され、奥方にの
み商品が陳列されている場合には、指向性が高いＬＥＤ素子２１からの光の照射角度を奥
行き方向に変更（調整）することで、商品を並べ替えることなく、効果的に照明すること
が可能となる。
【００４３】
　また、棚３０の手前側に商品を陳列し直した場合には、当該ＬＥＤ取付部材２２を前側
に回動させることで、ＬＥＤ素子２１の光の照射角度を手前方向に変更（調整）する。こ
れにより、商品の陳列状況に応じた適切な商品照明を実現することが可能となる。
【００４４】
　なお、このとき、上述したようにＬＥＤ取付部材２２に設けられるシェード２７の下面
は、棚板３２の下端（下面開口）と略面一となるように角度を調整した状態では、ＬＥＤ
素子２１からの照射光及び対向して設けられる反射板２５Ａにより反射された反射光は、
下側の棚３０に陳列された商品、特に、棚３０の前側に陳列された商品を照明するように
設けられている。そのため、手探りにてＬＥＤ照明装置２０のＬＥＤ素子２１からの照射
光を下側の棚３０の前側に陳列された商品を照明するように調整することが可能となり、
作業性の向上を図ることができる。
【００４５】
　このように、任意にＬＥＤ素子２１からの光の照射角度を奥行き方向において変更でき
るため、複数の照明パターンを実現でき、陳列効果の向上を図ることができる。
【００４６】
　特に、枢支部材２２Ａを中心として手前方向や奥行き方向に回動操作することによって
、容易にＬＥＤ素子２１からの光の照射角度を変更することができ、利便性の向上を図る
ことができる。
【００４７】
　尚、図６は上記実施例におけるＬＥＤ照明装置２８を下面に開口を有していない棚板３
２Ａに取り付けた場合について示している。この場合、上記実施例におけるＬＥＤ取付部
材２２の棚取付部２３を有していないものであり、上記ＬＥＤ素子取付部２４及び反射部
２５により構成されるＬＥＤ取付部材２９は、棚板３２Ａの両側部であって棚板３２Ａ前
部下面に設けられる保持部材４７、４７により所定の抵抗を持って、ＬＥＤ素子取付部２
４の後端と反射部２５の前端とにより構成される中心角部分を中心として回動自在に取り
付けられる。
【００４８】
　これによっても、上記ＬＥＤ素子取付部２４と反射部２５とにより構成される中心角部
分を中心として手前方向や奥行き方向にＬＥＤ取付部材２９を回動操作することによって
、上記実施例と同様に、容易にＬＥＤ素子２１からの光の照射角度を変更することができ
、利便性の向上を図ることができる。
【００４９】
　一方、図７は、図４に示すように各棚３０に設けられるＬＥＤ照明装置２０においてＬ
ＥＤ素子２１からの光の照射角度を下側の棚３０の前側となるように調整した状態から、
各棚３０を所定の角度を成して陳列室１１内に架設されている状態を示している。図に示
すように、ＬＥＤ照明装置２０による光の照射角度を図４の状態を維持したまま、各棚３
０が後方から前方に向けて低く傾斜して架設されると、上側の棚３０の前端は下側の棚３
０の前端よりも奥側に移動するため、各棚３０に設けられるＬＥＤ照明装置２０のＬＥＤ
素子２１は、下側の棚３０の前部よりも後方を照明することとなる。
【００５０】
　そのため、棚３０の手前側から商品が陳列されている場合、上側の棚３０に設けられる
ＬＥＤ照明装置２０によって、棚３０の前部に陳列されている商品を照明することができ
ないこととなり、照明効果が著しく低減される。そのため、この場合、使用者は、それぞ
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れの棚３０に設けられるＬＥＤ照明装置２０の照射角度を調整する必要がある。
【００５１】
　尚、図８では、従来、棚３０に設けられていた蛍光灯１００による照明範囲を示してい
るものであり、当該蛍光灯１００は、蛍光管の外周全範囲から光が照射されるため、この
ようなことが生じがたい。
【００５２】
　以下、図９及び図１０を参照して他の実施例としてのＬＥＤ照明装置４８について説明
する。図９は棚３０（傾斜架設）に取り付けられたＬＥＤ照明装置４８による照明範囲を
示すショーケース１の部分概略断面図、図１０は棚３０（略水平架設）に取り付けられた
状態の部分拡大図をそれぞれ示している。
【００５３】
　各棚３０を構成する棚板３２の下面前部には、上記図４の実施例と同様に棚板３２の長
手方向に渡って、ＬＥＤ照明装置４８が設けられている。尚、この場合も、図４の場合と
同様に棚板３２が下面に開口する矩形状にて構成されている例について説明する。
【００５４】
　係るＬＥＤ照明装置４８は、図４の実施例におけるＬＥＤ素子２１及び基板２６を備え
たＬＥＤ素子取付部２４及び反射部２５によりＬＥＤ照明取付部５３が構成されるもので
あり、当該ＬＥＤ照明取付部５３の両端部には、回動孔５０が形成される側面５１が形成
されている。そして、棚板３２の両側部であって棚板３２の載置面の下面前部には、それ
ぞれ保持部材４９、４９が設けられており、両回動孔５０に挿通される回動軸５２により
回動自在に設けられる。
【００５５】
　このとき、保持部材４９へは、当該ＬＥＤ照明取付部５３の自重で回動自在に設けられ
る。尚、本実施例では、ＬＥＤ照明装置４８は、その重心が真下を向くように構成されて
いる。そのため、棚３０が略水平に架設された状態では、その重心によりＬＥＤ素子２１
の照射範囲が下側の棚３０の前部とする位置とされ、本実施例では、シェード２７が棚板
３２の下端（下面開口）と略面一（水平）とされる。
【００５６】
　係る構成により、棚３０が後方から前方に向けて低く傾斜して架設されると、ＬＥＤ照
明取付部５３は、その重心が常に真下を向くため、ＬＥＤ素子２１が下側の棚３０の前部
を照射範囲とすることができる。従って、図１０に示すように、棚３０が架設される傾斜
角度に応じて、ＬＥＤ照明取付部５３は、重心によって真下を向き、棚３０下面に設けら
れるＬＥＤ取付部材５３の直ぐ下方を照明することが可能となる。
【００５７】
　これにより、棚３０の架設角度が任意に変更された場合であっても、格別にＬＥＤ照明
取付部５３の取付角度の調整作業を行うことなく、棚３０の下方に位置する陳列室１１内
を効果的に照明することが可能となる。特に、棚３０の傾斜角度が大きくなるほど、下側
の棚３０前部を照明することにより得られる効果が大きくなるため、当該構成は有効とな
る。
【００５８】
　図１１は、他の実施例としてのＬＥＤ照明装置５５を示している。このＬＥＤ照明装置
５５は、棚３２の前部下面に設けられる保持部材５６が前後方向に延在する長孔５７が形
成されているものである。本実施例におけるＬＥＤ照明取付部５４は、上記実施例におけ
るＬＥＤ照明装置４８のＬＥＤ照明取付部５３の側面５１に、少なくとも保持部材５６側
に延在する回動軸５８が設けられたものである。この回動軸５８は、保持部材５６に形成
される長孔５７に対し、所定の抵抗をもって回動自在、且つ、奥行き方向に摺動自在に取
り付けられている。
【００５９】
　係る構成により、棚３０の下面前部に取り付けられるＬＥＤ照明装置５５は、ＬＥＤ取
付部材５４側の回動軸５８を棚板３２側の保持部材５６の長孔５７内において陳列室１１



(9) JP 2010-42191 A 2010.2.25

10

20

30

40

50

の奥行き方向において移動自在とされているので、ＬＥＤ素子２１が設けられるＬＥＤ取
付部材５４の奥行き方向の取付位置を任意に、且つ、容易に変更することが可能となる。
【００６０】
　従って、棚３０下方に位置する陳列室１１内の商品の陳列状況に応じてＬＥＤ素子２１
の取付位置を調整でき、且つ、前方から後方に向けて奥行き方向に回動自在に構成されて
いるため、より効果的に商品の照明を実現することが可能となる。
【００６１】
　図１２は、他の実施例としてのＬＥＤ照明装置６０の拡大断面図を示している。係る実
施例では、棚３０の下面前部であって両側部には、奥行き方向に延在する摺動部材６１、
６１を備えている。また、この場合、ＬＥＤ照明装置６０は、上記図４の実施例における
ＬＥＤ素子２１及び基板２６を備えたＬＥＤ素子取付部２４と、その前端に所定角度（本
実施例では約９０°）を成して取り付けられる反射部２５から成るＬＥＤ取付部材６２を
有している。そして、このＬＥＤ取付部材６２のＬＥＤ素子取付部２４が摺動部材５７の
下面に奥行き方向に摺動自在に取り付けられている。
【００６２】
　これにより、棚３０の下面前部に取り付けられるＬＥＤ取付部材６２は、棚３０に設け
られる摺動部材６１によって陳列室１１の奥行き方向に任意に移動自在とされているので
、ＬＥＤ素子２１が設けられるＬＥＤ照明装置６０の奥行き方向の取付位置を任意に、且
つ、容易に変更することが可能となる。
【００６３】
　従って、棚３０下方に位置する陳列室１１内の商品の陳列状況に応じてＬＥＤ素子２１
の取付位置を調整でき、且つ、前方から後方に向けて奥行き方向に回動自在に構成されて
いるため、より効果的に商品の照明を実現することが可能となる。
【００６４】
　尚、この場合、ＬＥＤ素子２１は、棚３０下面に水平に設けられて、奥行き方向に移動
自在とされることとなるが、当該ＬＥＤ素子２１から手前方向に向けて照射される光は、
当該ＬＥＤ素子２１の前方に設けられる反射部２５の反射板２５Ａによって、効果的に棚
３０下の奥行き方向に照射することが可能となる。
【００６５】
　なお、上述した如き各ＬＥＤ照明装置３８、４８、５５、６０は、従来用いられていた
蛍光灯とは異なり、ちらつきが生じないため、安定した照明を行うことができ、適切な商
品の照明を実現することができる。更に、ＬＥＤ素子２１は、調光を容易に変更すること
が可能であるため、陳列室１１内に陳列される商品に応じて、調光を変化させることで、
より一層効果的な照明が可能となる。
【００６６】
　更にまた、ＬＥＤ素子２１は、蛍光灯に比して、耐用年数が著しく長いため、照明の交
換作業を不要とすることができる。そのため、交換部品の常備や交換によって排出される
廃棄物の処理など煩雑な作業を不要とすることができる。
【００６７】
　また、本実施例では、所謂縦型のオープンショーケースにＬＥＤ照明装置を取り付けた
ものを例として挙げているが、これに限定されるものではなく、平型のオープンショーケ
ースであっても同様の効果を奏することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明を適用したショーケースの斜視図である。
【図２】図１のショーケースの縦断側面図である。
【図３】図２の部分拡大断面図である。
【図４】棚（略水平架設）に取り付けられたＬＥＤ照明装置による照明範囲を示すショー
ケースの部分概略断面図である。
【図５】図４の部分拡大図である。
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【図６】他の実施例としてのＬＥＤ照明装置を備えたショーケースの部分概略拡大断面図
である。
【図７】棚（傾斜架設）に取り付けられたＬＥＤ照明装置による照明範囲を示すショーケ
ースの部分概略断面図である。
【図８】従来の蛍光灯を用いた場合のショーケースの部分拡大図である。
【図９】棚（傾斜架設）に取り付けられたＬＥＤ照明装置による照明範囲を示すショーケ
ースの部分概略断面図である。
【図１０】棚（略水平架設）に取り付けられた状態の部分拡大図である。
【図１１】他の実施例としてのＬＥＤ照明装置の拡大断面図である。
【図１２】他の実施例としてのＬＥＤ照明装置の拡大断面図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１　　ショーケース
　２　　断熱壁
　４　仕切板
　４Ａ背部仕切板
　１１　陳列室
　１２　前面開口
　２０、２４、２８、３８、４８、５５、６０　ＬＥＤ照明装置
　２１　ＬＥＤ素子
　２２、２９、５３、５４、６２　ＬＥＤ取付部材
　２２Ａ　枢支部材
　２３　棚取付部
　２４　ＬＥＤ素子取付部
　２５　反射部
　２５Ａ　反射板
　２６、４２　基板
　２７、４６　シェード
　３０　棚
　３１　ブラケット
　３２　棚板
　３９　冷却器
　４１　照明取付部
　４１Ａ　照明取付面
　４５　反射板
　４７、４９、５６　保持部材
　５０　回動孔
　５１　側面
　５２、５８　回動軸
　５７　長孔
　６１　摺動部材
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